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○小関勝助議長 加藤芳秀教育長。 

○加藤芳秀教育長 社会教育法の中に社会教育主

事を置くっていうのは存じておりました。今回

そういう面でちょっと足りない部分があったか

と思いますが、ただもう一つ、一番目の前にあ

ったのが実は学芸員のほうでございまして、そ

ちらのほうの補充ということが最初の課題でご

ざいまして、そちらを今年度は優先させていた

だいたと。なお、この状況についてはこれでい

いというふうには考えてございませんので、今

後改善してまいりたいというふうに思います。 

○小関勝助議長 ５番、小関秀一議員。 

○５番 小関秀一議員 教育委員会制度の改革に

ついても、今教育長からあったように、まだ時

間はあるとはいえども、議会、私どももそうで

すが、市民の方々、特に子供をお持ちの方々も

中心にして、やっぱりしっかりとした情報がま

だ、マスコミなんかには時々出る場合もあるわ

けですが、必要かなというふうに思います。さ

らに言えば、今までの課題を整理しながらいい

方向に、子供の教育のためにはいい方向に進む

ように。改革の大きな柱というか、注目しんな

ねえ政治的な中立を図るということが、私んだ

はしっかりと注視しながら、この改革を見守っ

ていかんないべなというふうに思っております

ので、いろいろ情報交換を今後ともお願いした

いもんだというふうに思います。 

 あと農林課長からあったように、中央ってい

うか、農業振興地域だけでやられてる多面的機

能支払の事業もまちづくりの事業と同じく、や

っぱり行政がかかわって、計画的な部分とここ

はしてもらわんなね部分もすり合わせていかね

えと、地域の要望でこの水路だけ整備なったけ

んども、その下がなってないというふうなちぐ

はぐな予算の使い方っていうのはもったいない

っていうか、無駄が生じる場合があんでねえか

なというふうに思いますので、ぜひ各組織と農

林課、そして建設課の連携の中で事業推進に当

たっていただいて、災害防止等についても対応

していただきたいとお願いを申し上げまして、

質問を終わります。 

 

 

 蒲生光男議員の質問 

 

 

○小関勝助議長 次に、順位４番、議席番号９番、

蒲生光男議員。 

  （９番蒲生光男議員登壇） 

○９番 蒲生光男議員 私の質問は２点でありま

す。答弁は簡潔明瞭にいただきますようお願い

申し上げます。 

 最初の質問は、長井市のふるさと納税につい

てであります。長井市に対する寄附金について

であります。 

 大規模災害等、発生時における長野県飯山市

と長井市が相互応援協定を締結しておりますが、

その飯山市のふるさと納税からです。 

 ふるさと納税に5,000円を寄附しますと、こ

れは飯山市の例ですが、3,800円相当の幻の米、

特Ａランクコシヒカリがお土産としていただけ

ます。また、その米の産地は長野県の最北端、

新潟県魚沼地方に隣接する豪雪地帯にあります。

長野県でも数少ない特Ａ米、おいしいお米がで

きるところとして高い評価を得ていますとＰＲ

されております。 

 また、１万円以上２万円では、幻の米５キロ

と飯山市内宿泊券4,000円分がセットでもらえ

ます。つまり、3,800円と4,000円の宿泊券合わ

せますと、１万円で7,800円のお土産がいただ

けるというわけであります。 

 これはふるさと納税ポータルサイトふるさと

チョイスのホームページに紹介されているラン

キングの中の米をクリックしますと紹介されて

いるものです。また、１カ月間の間にどれぐら

い自治体のページ数が閲覧されているかをあら
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わしたＰＶ数ランキングでは、佐賀県玄海町が

10万386ＰＶ、いわゆる閲覧回数で１位でした。

８位に三川町、山形県の三川町が３万5,963Ｐ

Ｖで入っております。 

 今やインターネットの時代であります。ネッ

トで評判になることは、寄附金にも大きい影響

がある時代です。どれだけアクセスされている

か、どれだけ見られているか、どれだけよいコ

メントをもらえるか、これをうまく使うか否か

によって寄附金が大きく左右されることは明ら

かなことであり、担当課、担当者はより神経質

になっていただく必要があるのではないかと思

います。 

 ダイヤモンド社ビジネス情報サイトお得なふ

るさと納税ランキングのお米編、特典にお米が

もらえるコスパ最強の自治体、いわゆるコスト

パフォーマンス最強の自治体はでは、１位は長

野県の阿南町で１万円で20キロ分、米が20キロ

分、２万円で20キロ、３万円では30キロのお米

がもらえると紹介されていました。ちょっと２

万円のところは定かではありません。寄附金の

使い道として町内の米生産農家への支援という

のがありました。同じく１位に福島県湯川村で

も、３万円の寄附金で60キロの米、村内の米農

家支援の使い道が限定されている掲載がありま

す。 

 さて、市長からは、今年度で７年目になるふ

るさと納税制度でございますが、今まではやや

もすると他力本願的な余り積極的ではない受け

身的な姿勢があったのではないかと思いますが、

ここは一工夫も二工夫もやって、いかにふるさ

と納税の実を上げるかに真剣に考えていくべき

と思っておりますが、お礼の、いわゆる返礼品

のお土産をもっと工夫していくべきとも思いま

す。今後の取り組みの基本的考えをお聞かせい

ただきたいと思います。 

 企画調整課長からは、制度発足からこれまで

の実績、今年度は今日現在、８月11日の資料で

は4,300万円弱という数字でございますが、今

現在の件数、寄附額についてどうなっているか。

また、全国の納税ランキングについてはどうか、

ご説明をお願いいたします。今年度現在額につ

いてどのように、今現在の寄附額についてどの

ように見ているか。長井市の応援メッセージ、

長井市出身者からの実績、長井市出身者へのこ

ちらからのアプローチについてご説明をいただ

きたいと思います。 

 以下の記述はダイヤモンド社ビジネス情報サ

イトからのものですが、近年、何かと話題のふ

るさと納税。納税版の株主優待とも言えるこの

制度がお得らしいといううわさを耳にしたこと

はあっても、実際に納税体験をしたことがある

人はまだまだ少ないのではないだろうか。しか

し、ふるさと納税はサラリーマンやＯＬでもで

きる節税方法であり、実質2,000円の負担でそ

の２倍から３倍、6,000円相当のお米や地酒、

和牛、海産物、野菜、果物などの特産品のほか、

その地域の伝統工芸品や商業施設、宿泊施設の

宿泊券などがもらえるかもしれないと聞けば、

黙っていられないのではないでしょうか。そも

そもふるさと納税は2008年から始まった制度だ

が、その寄附金の総計が急増したのは2011年。

2010年の適用者数は３万3,458人だったのに対

し、2011年は何と一気に20倍以上の74万1,677

人となり、寄附金総額も67億859万円から649億

1,490万円とおよそ10倍まではね上がったもの

である。これは東日本大震災の被災地を支援し

ようと寄附する人がふえたことも要因でありま

すが、このころから寄附者に対して各自治体が

用意した特典がどんどんグレードアップしてき

たことも大きい要因である。節税対策やお得な

情報にアンテナを張っている人たちの琴線に触

れたことで、爆発的な拡大につながったのだと

いうことです。 

 そしてそんなふるさと納税ブームがいよいよ

本格的に到来したことを感じさせるニュースが
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入ってきた。何と早くも2014年度のふるさと納

税の募集を打ち切るほど人気が加熱している自

治体があらわれたのだ。それは１万円、この場

合、実質負担額は2,000円でありますが、の寄

附で新米20キロ、３万円で60キロという超太っ

腹な特典をつけたことで、2013年度に１億円以

上のふるさと納税を集めた長野県阿南町。 

 長野県阿南町は、2014年度も超太っ腹なふる

さと納税の特典を継続することを決め、１月か

ら募集を開始していたものの、３月６日までに

応募者が殺到したようで、既に昨年を上回るお

問い合わせをいただいており、お届け可能なお

米の数量に達する見込みになりましたので、３

月６日にパンフレットの送付希望の受け付けを

終了させていただきましたとホームページ上で

発表しております。 

 阿南町が実施するふるさと納税は、その特典

の豪華さから昨年も募集を予定より早く打ち切

ったのでありますが、それは11月になってから。

つまり、今年の募集締め切りは昨年に比べ８カ

月も早く、これはふるさと納税ブームが本格的

に到来したことで、昨年以上の盛り上がりを見

せており、お得な特典がもらえる自治体に応募

が殺到していることを示していると紹介されて

おります。 

 阿南町は今後の募集再開に関して、ご寄附の

状況とお米の生産状況を見ながらとなるため、

現在のところ未定ですと発表しており、今後は

阿南町以外のお得な特典を用意する自治体に応

募が殺到。そちらでも早期に募集が打ち切られ

るような事態が起こり得る。つまり、ふるさと

納税はもはや早い者勝ちから情報戦に突入して

いるのだということです。 

 ８月19日、総務常任委員会協議会が開かれた

際に受けた説明では、８月11日現在3,787件、

これは長井市のふるさと納税でありますが、金

額で4,271万3,000円と、昨年比金額で14倍にな

ったとの報告がありました。そのとき長井市の

ふるさと納税のサイトについて、これまでの実

績として26年３月末現在85件、837万7,000円と

いう表記をされていることに対しまして、これ

をもっとタイムリーにその日その日の実績が一

目でわかるようにしたほうがよいのではないか

と申し上げました。しかし、いまだその改善が

図られておりませんが、９月に入って３月末ま

での実績を載せても何の意味があるのか、私に

はわかりません。寄附を受け付けたら即アップ

されるようにするとか、少なくとも日単位で更

新するとか、改善すべきではないでしょうか。 

 長井市のふるさと納税を開くと、最初に目に

とまるものは何か。逆に目にとめてもらうもの

は何か。サイトについてもっと多くの人の意見

を入れて工夫すべきだと思います。見やすい、

印象に残る、知りたいことがすぐわかる、知ら

せたいことがわかってもらえるという視点で改

善すべきと思いますが、今後の取り組みについ

て企画調整課長からご答弁をいただきたいと思

います。 

 また、クレジットで納付ができるクレジット

決済は当たり前の時代になりました。飯山市も

24年６月から９種類のカード会社の決裁ができ

るようになっております。寄附する側の利便性

を図ればさらに寄附が期待できると思いますの

で、この取り組みについてもご説明をください。 

 次に、寄附金の返礼品について伺います。 

 米のランキングで１位の阿南町、１万円で20

キロ。極端なことをいえば寄附金全額を充てて

もよいのではないかと私は思います。地場産品

ＰＲにこれほど役立てられることはないと思い

ます。そこまでしなくとも、例えば米なら長井

市は８キロです。つや姫８キロとか、さわのは

な、はえぬきを組み合わせた８キロ分になって

おりますが、10キロの自治体はざらです。８キ

ロとなりますとランキング外になります。米に

限らず、他の返礼品についてもそういう意味で

一工夫必要ではないでしょうか。 
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 飯山市のふるさと納税の中の米をクリックす

ると、ＪＡタウンのページに入り、そこでは直

接購入できるようになっていますが、転んでも

ただでは起きない何かが必要ではないかと思い

ます。地場産品をＰＲする絶好の機会であるこ

とを申し上げて、課長の答弁を求めるものであ

ります。 

 次に、質問の２点目ですが、日本は人口減少

時代に入っておりますけれども、2040年に20歳

から39歳の女性の数が49.8％の市区町村で５割

以上が減り、推計対象全国約1,800市町村のう

ち523自治体では、人口が１万人未満になって

消滅するおそれがある。これは先月、日本創成

会議人口減少問題検討分科会の発表したこの推

計に大きな衝撃が走りました。 

 政府は50年後、2060年時代に人口１億人程度

を維持するとの中長期国家目標を設けるとして

おりますが、こうした推計もある中で、人口減

少を放置すればどのような未来が待っているの

か、日本創成会議座長を務める東京大学公共政

策大学院、増田寛也客員教授が、人口減少、日

本の壮絶な未来を語りました。 

 これは、これまで国立社会保障・人口問題研

究所の将来人口予測によって、人口減少が進み、

今から26年後、2040年には人口が１億700万人

になると言われてきました。ただ、各地域はど

のような姿になるかなどを示した具体的な資料

がなかったため、余りぴんとこない方も多かっ

たと思います。そこでより具体的なデータを出

し、できれば一般国民全員に、少なくとも政策

に携わる人たち、データをもとに議論してもら

うのが今回の狙いですとは、増田先生の言葉で

あります。 

 長井市の人口は７月末現在で２万8,342人と

いうことで、2040年、長井市の人口が人口移動

が収束しないという前提の場合、総人口は１万

8,305人まで減少すると推計されております。

2010年比で減少率49.8％と試算されております。

１万8,305人という人口規模の長井市、とりわ

けそのときの地域というものは惨たんたる状況

ではないのかなと思われます。一般に子供を産

む年齢の女性、20歳から39歳までの人口が2010

年で2,694人が2040年では1,353人まで減少する

との試算であります。 

 人口減少は全ての活力を奪い、地域を維持で

きなくするばかりか、崩壊し、やがて市町村存

立が難しくなる。経済活動を担う15歳から64歳

までの人口は、現在の7,901人から2060年では

4,418人に減少する見込みであります。国をも

滅ぼしかねない深刻な問題であります。 

 特に地域コミュニティーの維持ができなくな

ることについて、維持しにくくなると思われま

すが、市長はどのような所見と処方箋を考えて

いるのかお伺いをいたします。 

 市民課長からは、長井市の各地区のピーク時

の人口と現在人口の比較での減少率について説

明をお願いいたします。また、過去、未来の長

井市の人口動態についてもお願いいたします。 

 総務課長には、長井市の行政運営に必要不可

欠である地域の維持ができなくなる、とりわけ

隣組の維持ができなくなることについて、これ

を現実に捉えた上での対策についてどのように

考えているのか、あればご説明をいただきたい

と思います。 

 また、当然のことながら、人が減少するとい

うことは空き家がふえていきます。この点につ

いては市長にお聞きをいたしますが、空き家が

減らない一つの理由として、更地にすると固定

資産税が上がります。建物が建ってる場合との

比較で約６倍くらいの違いがあるのではないか

と思います。空き家対策についての所見につい

てもあわせてお願いいたします。 

 住宅の取り壊しに対する補助金などは自治体

としてあり得ることかもしれませんが、固定資

産税の税率を変更するなどは、一自治体ではで

きないことだと思いますが、何か対策はあるの
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か伺います。 

 例えば建物を取り壊してそこに果樹などの樹

木を植える、もしくは野菜を植えたとします。

地目はそのままでも現況課税の原則からします

と、畑としての課税がされることになるのか、

参考までに伺います。現在の農地法では50アー

ル以上の所有にならないと農地としての所有そ

のものが認められないと思いますが、現況課税

の原則で取り壊し後の更地の税額を現況に照ら

し合わせて課税することができるのか伺いたい

と思います。 

 以上で壇上からの質問といたします。ご清聴

ありがとうございました。（拍手） 

○小関勝助議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 蒲生光男議員のご質問にお答え

いたします。 

 大きく２点いただきました。まず最初に、長

井市ふるさと納税についてお答えを申し上げま

す。 

 議員からは、ふるさと納税の今後の取り組み

の基本的な考え方をということで私、あと詳細

については企画調整課長ということで答弁いた

させます。 

 まず、私どもの取り組みでございますけれど

も、この制度は平成20年度に開始された制度で、

簡単に趣旨を申し上げますと、生まれ故郷や応

援したい自治体に寄附すると、寄附した方の所

得税や住民税が減額されるというものでござい

ます。長井市における実績は、平成20年から平

成25年度の６年間で85件の総額で837万7,000円

という額でございました。 

 私どもはこの20年度からふるさと納税の制度

ができるということで、平成19年に地場産業振

興センターの中にながいファン倶楽部という制

度をつくって、やはり長井の出身の方や長井を

応援してくれる方を組織化したいと。それをふ

るさとショッピングという地場産センターのタ

スの物産館でやっている、いわゆる通販とかネ

ット販売、こちらの方々を中心に広げようとい

うふうに。あともう１点は、長井市出身の方で

県外にお住まいの方に何とか地元に、長井に両

親がいるとか、あるいは兄弟がいるとか、そう

した方々にちょっとふるさとが大変なので、応

援してもらおうという正面からこの制度を捉え

て取り組んできました。 

 障害になりましたのは個人情報保護法の関係

で、残念ながら私どもからそういった方々に依

頼をできない。ですから、あくまで人づてでお

願いしなきゃいけないということで、その壁が

ずうっときたと。私どもの努力不足もあったと

いうふうに思ってます。 

 そんなことから、今年度、制度を変えようと

いうことでいろいろ検討しておりました。昨年

度まではこの近くですと白鷹町が首都圏の税理

士さんのほうにいろいろお願いして、これ特に

白鷹町出身じゃないそうですけども、そのお客

様に節税対策としてお願いしたということで、

白鷹町は以前から毎年数百件があったようです。

私どももそういったものを見習おうかとか、あ

るいは蒲生議員からご指摘ございましたように、

飯山市といろいろおつき合いをさせていただい

て、飯山市長から、あるいは副市長さん、担当

課長からいろんなお話をお伺いしました。あっ、

これはいいねということでいろいろ検討をさせ

ていただいて、今回こういった制度を設けたと

ころです。 

 これからの考え方でございますが、蒲生議員

おっしゃるように、ちょっと10割還元は難しい

と思います。それはなぜかというと、いただい

た、例えば今回、今の時点で五、六千万円ぐら

いあるわけですけども、そのうち経費としてど

うしても２割はかかる。例えばふるさとのいろ

んな品物をお送りするにも、地場産業振興セン

ターを通して商品を送ってるんですが、人を手

だてしないといけない。あとさまざまなサイト

への登録料とか、いろんな経費がかかるという
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ことで、やっぱり最低２割は見なきゃいけない

ので、８割還元が限度だと思います。 

 そうすると、蒲生議員がおっしゃってるとお

りになるんですが、そうしますと、私ども真面

目に考えますので、全部、要はふるさとショッ

ピング、役所がやってるふるさとショッピング

でいいのかと。確かに地元の産品が売れればい

いなと最初は思ってたんです。ところが、８月

末に新規就農者の方々、50名ぐらいの人を対象

にして17名の方と懇談、農協さんにもご協力い

ただいてしました。その中にいたお一人にお叱

りを受けました。ふるさとショッピングとかい

って依頼があったと、地場産センターから依頼

があったと。ところが、私のサクランボはいい

んだと。だけどこの値段にしてくれということ

でさっぱりメリットがないと、こういうお話が

ございまして、ああ、これはちょっといろいろ

考えなきゃいけないなと。やっぱり地元の産品

を役所がじかにストレートに送るんでしたら、

やっぱり地元の農家とか食品加工会社とかお土

産屋さんがメリットあるようにやんないと、も

のだけ売れても通常の販売と同じになってしま

うのかなというふうに思ってまして、そのとこ

ろが今後の課題だというふうに思ってます。 

 あとクレジット決済とか等々については、谷

澤企画調整課長から答弁いたさせます。 

 ２点目の人口減少社会における地域コミュニ

ティの維持対策でございます。蒲生議員からは、

地域コミュニティの維持についての所見とそれ

から今後の処方箋は何かあるかということでご

ざいました。 

 本当に深刻な問題でございまして、2040年と

いうのは平成52年でありまして、26年後という

ことですけども、高齢化率の推測でいきますと

平成47年ですから、2035年、これに37.7％とい

う推計の数字が福祉のほうで出してます。現在

が30.9％なんですけども、現在は8,777人なん

です。ところが、21年後ですか、平成47年です

から。そうしますと、37.7％で8,777人より減

るんですよね。したがって、高齢者もどんどん

減ってきてるという非常に厳しい状況でござい

ます。 

 その中で、議員おっしゃるとおりに、隣組制

度なんていうのはとてもとても成立しない。今

の段階でさえ、隣組も基本５軒から七、八軒か

ら10軒からいろいろあると思うんですけども、

もし仮に５軒だとしたらうち３軒がひとり暮ら

しのお年寄りだなんていう地域はざらにあるわ

けで、そういう意味で言えばもう既に変えてい

かなきゃいけないと。 

 地区もそうであります。今から６年前に市の

ほうで、特に平山のほうは３つの地区を１つに

していただいたりしました。その際にいろんな

支援金などもお手伝いさせていただいたんです

が、それ以上やっぱり伸びませんでした。かと

いって私どものほうで強制的に一緒になれとい

うふうにすると、これはこれですごい問題であ

りますんで、今後の考え方といたしまして、来

年度から、今協議中、検討中でありますので、

私のほうからは簡単には言えないんですが、６

つの地区公民館を指定管理者制度ということで

お願いして、来年度から新たな計画になります。

その際に今までは社会教育上の地区公民館の制

度でございます。でも実質的には地域のいろん

な地域づくり、まちづくりに地区公民館と地区

長会の連合会とか、さまざまな団体の皆さんが

一緒になって実際は活動なさってると。その中

心が地区公民館です。でも社会教育上の契約し

かしてませんので、やっぱり予算もそれですと

つかないと。人もふやせないと。ですから、そ

ことのところをぜひいわゆる自治コミュニティ

センターみたいな役割を担っていただけないか

ということで、今検討いただいてます。来年か

らそれができないとしても、途中で変更してぜ

ひこれはそれぞれの地区のご判断でそういった

活動をしていただきたいと。これはとりもなお
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さず地域の中心はやはり地区公民館、新しいセ

ンターを中心として各小学校、26年後の2040年

は果たして今の小学校６校制で維持できるかっ

ていう、その予測は難しいんですが、できるだ

け維持できるように、やっぱり旧小学校単位、

旧地区の小学校単位、そして地区公民館、また

児童センター、それと体育施設、加えてこれか

らひとり暮らしの、あるいはお年寄りだけの世

帯がふえていきますんで、今考えてることはま

た箱物つくるのかと言われますが、やっぱり必

要なものは考えなきゃいけないです。それはそ

ういった施設のところに地区の中にもいわゆる

手話共同住宅みたいなものをつくると。普通の

アパートではなくて、オープンスペースのある、

あるいは共同のコミュニケーションのとれるス

ペースのある市営住宅みたいなものをつくる。

加えてそこに包括ケアシステムを構築するかな

めとなるいわゆる保健師さんとか定期的に来て、

そしてお年寄りの方のさまざまな精神的にも、

あるいは肉体的にも体力的にも健康づくりでき

るような、そういったスペースが必要なんじゃ

ないかと。そういうものを各地区につくってい

かないと、やっぱりそれぞれの地域が大変混乱

するんじゃないかなと。これはあくまでも一つ

の案でありまして、今後どうするかはやっぱり

地区ごとに地域のあり方ってあっていいと思い

ますので、一つの方向性としてそういうふうに

していかなきゃいけないんじゃないかと。 

 あとは中央地区については、できるだけある

程度の都市機能をしっかりと築きながら、あと

はその６つの地域をきちんと結ぶネットワーク、

市民バスを初めとしたさまざまな利便性を図っ

ていくと。こういうことで私ども長井市は非常

にコンパクトな、市自体がコンパクトですから、

そういった地域との連携をしっかりと図れるよ

うな。役所は中央地区にあるんですが、それぞ

れの地区に例えば平野でしたら、伊佐沢でした

ら、豊田でしたら、ここに役所の分機能がある

というようなものを、地元の人たちと一緒にな

って役所がつくって、そしてみんなで力を合わ

せてやっぱり安心して健やかに、そしてみんな

で一緒になって幸せな人生を送れるような、そ

んな地域づくりをしていくべきだと思ってます。 

 最後の空き家対策については、これも後ほど

総務課長、市民課長から少し触れますが、簡単

に私のほうから申し上げますと、現在、議員ご

指摘のとおり、空き家を、住んでない建物で古

くなったものでも取り壊してしまいますとお金

もかかる。一方で、さらに土地の固定資産税が

上がりますんで、そういったところを何とか今

までどおり減免できるような、そういう法改正

が必要だということで、今与党のほうでまずは

与党間の中で議員立法の形で検討して、間もな

く案ができ上がるというふうに伺っております

ので、27年度あたりからそういったことで空き

家の古いものを取り壊した場合に固定資産税が

地権者にぼんと、２倍、３倍ではね上がってく

るというようなケースがない、そういった法制

度の整備が望まれるというふうに思っておりま

す。 

 なお、空き家については今後もますますふえ

てくると思いますので、私どもとしても空き家

条例今年つくりましたが、実効性のあるさまざ

まな法制度、これらを国あるいは山形市あたり

なども強制執行とか等々も行ってるケースがあ

るようでございますので、その辺を研究しなが

ら、私どもとしても地域の実情に合った条例の

整備に向けて努力してまいりたいと思います。

以上でございます。 

○小関勝助議長 谷澤秀一企画調整課長。 

○谷澤秀一企画調整課長 私のほうからは、蒲生

議員からのさまざまなご質問にお答えいたしま

す。 

 まず、制度の発足からこれまでの実績につい

てでございます。 

 平成20年度からスタートしておりますが、平
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成20年度が10件で87万5,000円、21年度は16件

で73万7,000円、22年度が12件、58万5,000円、

23年度が14件、223万円、24年度が12件、105万

円、25年度が21件、290万円で、６年間の合計

で85件、837万7,000円となっております。 

 次に、今年度の現在の件数、寄附額でござい

ます。９月３日までの集計でございますが、

4,402件、金額が4,938万7,000円となっており

ます。 

 次に、全国の納税ランキングがどうかという

ご質問ですが、全国の納税ランキングにつきま

しては、寄附金を受領した自治体ごとの集計と

いうのは発表されておりませんで、総務省のほ

うを調べてみますと平成25年度に寄附金控除の

申告のあった寄附金を県単位でまとめておりま

す。これは逆に寄附した方々のデータですが、

これによると全国で10万6,446人の方がいらっ

しゃいまして、金額が130億1,100万円というふ

うな数字であります。 

 自治体ごとの集計、都道府県になりますが、

東京都の適用者が一番多く２万2,452人で約33

億7,500万円というふうな数字になっておりま

す。なお、県内の受領状況をちょっとお聞きし

ましたところ、大きなところでは８月末までで

天童市です。約１万2,000件で金額が１億4,000

万円となっております。置賜では米沢市さんで

すが、ホームページに出てますが、46件で229

万6,000円というふうな状況でございます。 

 次に、今年度の現在額についてどのように見

ているかということですが、これまでの６年間

に比べ飛躍的に増加したと思ってます。これは

大きく４つの工夫によって成果が上がったと考

えております。 

 １つがお礼の品をこれまでは二、三種類だっ

たんですが、それを全25種類に拡充したと言う

ことが１つです。２つ目がインターネットを通

じて申し込みができるように変更して、納税者

の利便性を向上したと。この結果、現在約９割

の方々はネットから寄附を申し出てくれており

ます。あと市のホームページにふるさと納税の

バナーを張りまして、特設ページを開設したと

いうこと。あと４つ目が、全国的な窓口として

ふるさと納税総合サイトふるさとチョイスとい

うところがあるんですが、そこにアップしたと

いうようなことが大きな成果が上がったところ

だと考えております。 

 今後は国のほうでもこれを拡充すると。例え

ば確定申告を不要にして手続を簡単にする。そ

れから控除額の上限を２倍にするということな

ども検討されておりまして、今後まだまだ増加

するのではないかというふうな見方をしており

ます。 

 次に、長井市への応援メッセージであります

が、寄附をいただいた方からは直接的なメッセ

ージというのは特に多くないんですけども、寄

附金の活用方法というのを伺っております。こ

れを見ると一番多いのが子育て支援に関する事

業に使ってほしいというものであります。次が

環境保護などに関する事業、そして教育・文化

の振興に関する事業、そういったものに使って

いただきたいということがありますので、ここ

でいただいた寄附金というのは貴重な財源であ

るということで、有効に使わせていただきたい

と考えております。 

 次に、長井市出身者の実績ということですが、

平成25年度までは件数は少なかったんですが、

長井市と何らかのかかわりのある方々から寄附

をいただいていたというふうに捉えております。

25年度の実績で21件、290万円でしたけども、

それが26年度からは全国からのネットの申し込

みというふうなことで、今現在、長井市出身者

の方の把握というのはできていない状況であり

ます。ただ、今後、寄附をしていただくときに

アンケート形式で長井市出身者かどうかという

あたりは聞ける項目だと思ってますので、こう

いった入力欄を検討していきたいというふうに
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考えております。 

 それから長井市出身者へのこちらからのアプ

ローチということになりますが、これまでも行

っていましたが、長井市にゆかりのあるふるさ

と長井しあわせ応援大使やサポーターの方々、

あるいはこちらから出身者の会であります関東

致芳会の方々、そういったところに協力を得て

行っていきたいと思っております。今後ともそ

の辺は強く行いたいなと思ってます。 

 ホームページの今後の取り組みということで

すが、９月の２日からふるさと応援寄附金寄附

の状況というタイトルでホームページのほうに

はアップしておるのですが、余りちょっと目立

っていないのかなと思っています。蒲生議員が

おっしゃるように、寄附を受け付けたら即それ

が反映されるようなことは理想だと思ってます

が、今現在は週１回程度更新していくようなこ

とでスタートしたところであります。今後これ

についてはながいファン倶楽部のサイトである

とか、あるいは商工会議所、観光協会、そうい

ったところともタイアップしながら、多くの人

の意見を頂戴しながら工夫していきたいなと思

っております。今後の検討課題にさせていただ

きたいと思います。 

 また、ホームページに加えまして全国放送の

テレビ、あるいは新聞、雑誌にも取り上げてい

ただいた実績がございます。ＰＲについてはメ

ディアを活用するというふうな工夫もこれから

まだまだ必要かなと。それによって増加が期待

されるのではないかと思っております。 

 雑誌社で一つ事例ご紹介しますと、ダイヤモ

ンド社で出版しております「ＺＡｉ」というふ

うな雑誌がありまして、これ月刊誌なんですが、

今年の７月号で取り上げられまして、長井市が

全国第４位というふうなことで記事として載り

ました。このときは第１位が岐阜県の各務原市、

第２位が高知県の奈半利町、第３位が兵庫県淡

路市というふうなところが掲載されたところで

あります。 

 この雑誌を見たテレビが取材に入ってきて、

番組で紹介されたということがありまして、テ

レビ朝日の林先生の今でしょスペシャルとか、

あるいはＴＢＳ系の「中居正広の金曜日のスマ

たちへ」あたりでも米沢牛、サクランボ、そう

いったところが長井市の例として紹介されたと

ころであります。 

 次に、クレジット決済の取り組みについてで

すが、議員ご指摘のとおり、寄附されるほうの

利便性を考えるとその場で寄附が完結するとい

うふうな非常に便利な仕組みということです。

そこで長井市でもぜひ取り組みたいなと考えま

して、先ほど出ました飯山市あたりも勉強しま

して、同等の機能を持つクレジット決済に取り

組むべく関係課と検討しまして、今回の９月補

正のほうに必要な経費を計上させていただいて

おります。県内で行われているのは、酒田、天

童、村山、あと最上町、真室川、金山、そうい

ったところが既に行われております。 

 次に、地場産品のＰＲする絶好の機会である

ことについてですが、私も議員がおっしゃると

おり、地場産品をＰＲする絶好の機会であると

いうふうに認識してます。そこで長井市におけ

るふるさと納税の目的というのをやっぱりきち

んと位置づける必要があるかなと思います。２

つ考え方があると思ってまして、１つが税とし

てやはり考えるのであれば、現在の半分返しと

いうあたりまでかなと思います。財源としてや

っぱり基金に積み立てて、応援いただく事業に、

例えば子育てとか環境とか教育とか、そういっ

たものに活用していく必要があるかなと思いま

す。もう一つは、地場産品をＰＲするんだとい

うことであれば、ふるさとショッピングでやっ

ぱり買ってもらうというふうな考え方で、それ

は一度だけでなく購入するリピーターをふやし

ていくような戦略が必要なのではないかという

ふうに思います。この場合はやっぱり全額返す
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ということではなく、事務処理に係る、先ほど

市長も申し上げてますが、そういった部分はお

礼の割合も決めていく必要があるだろうという

ふうに思っております。 

 私のほうからは以上になります。 

○小関勝助議長 中井 晃総務課長。 

○中井 晃総務課長 私からは、２番目の質問で

あります人口減少社会における地域コミュニテ

ィの維持対策につきましてお答え申し上げます。 

 市長からは大きい地区の公民館単位での新し

い体制づくりにつきましてお話しいただきまし

たので、私のほうからはもう少し小さい単位で

の取り組みにつきましてお話をさせていただき

ます。 

 人口が減少しますことは地域の活力も弱くな

っていきますので、重要な課題であるというふ

うに考えております。これを受けまして、26年

から地域の新しい活力をつくるために、企画調

整課が窓口となりまして地域おこし協力隊を都

市部から受け入れて活動をしていただくような

取り組みを始めております。特に伊佐沢地区に

おきましては、９月１日から１名の方が着任さ

れまして、最長で３年間の活動を予定をしてお

りまして、地域の活性化のための取り組みを初

めていただいております。ほかの地区でもご要

望がございましたら予算措置なり募集の調整等

をさせていただきたいと思いますので、ぜひ各

地区でも検討いただければというふうに考えて

おります。 

 また、人口が減りまして地区や隣組の運営に

支障が出ることにつきまして心配される場合に

つきましても、今後どのような体制をとればい

いのかというのを市のほうとしましても相談を

受ければ相談に載りまして、支援をさせていた

だきたいというふうに思います。特に隣組を統

合いたしましても区域が広がり、連絡や会合も

大変になるというふうな場合も考えられますの

で、それぞれの地域の課題を踏まえまして、ど

ういった対応が必要なのか、どういった体制づ

くりがこれから必要なのかというところを地元

の皆さんも含めまして相談をさせていただきた

いと考えております。 

○小関勝助議長 松本 弘市民課長。 

○松本 弘市民課長 私からは、各地区のピーク

時の人口と現在の人口比較、それから人口の動

態についてお答え申し上げます。 

 まず、長井市の総人口を合併後の昭和30年以

降、各年４月１日現在で比較してみますと、最

高は昭和31年の３万7,375人、平成26年度は２

万8,435人ですので、減少率は23.9％となって

います。 

 次に、地区別の人口につきましては、昭和38

年以降のデータしか存在しませんので、それ以

降での比較ということになりますが、中央地区

の最高は昭和55年の１万5,844人、平成26年は

１万3,267人でございますので、減少率は

16.3％、致芳地区の最高は昭和38年の4,847人、

平成26年は3,654人で、減少率は24.6％、西根

地区の最高は昭和38年の6,058人で、平成26年

は3,504人ですので、減少率は42.2％、平野地

区の最高は昭和38年の3,324人、平成26年は

2,755人ですので、減少率は17.1％、伊佐沢地

区の最高は昭和38年の2,393人、平成26年は

1,338人で、減少率は44.1％、豊田地区の最高

は昭和38年の4,792人、平成26年は3,917人で、

減少率は17.2％となっております。 

 次に、人口動態について、まず、平成20年か

ら平成25年までの状況を見てみますと、社会動

態ではこの６年間で3,932人が転入なさいまし

て、4,664人が転出なさっております。結果と

して732人の減少となっている状況です。自然

動態では1,228人が出生し、2,523人が死亡して

おられます。結果として1,295人の減少となっ

ているところでございます。社会動態と自然動

態の合計では2,027人、１年間平均では337.8人

の減少となっております。 
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 次に、将来の人口動態についてでございます

が、詳細に試算したものはございません。ただ、

第５次総合計画策定の際に国立社会保障・人口

問題研究所の推計値をベースにいたしまして試

算した内部資料がございますので、その試算の

状況についてお話し申し上げます。 

 平成26年から35年までの10年間の社会動態は

870人が減少、自然動態では2,563人が減少する

ことと推計しております。合計では3,433人、

１年間の平均では343.3人が減少するという推

計をしているところでございます。以上でござ

います。 

○小関勝助議長 ９番、蒲生光男議員。 

○９番 蒲生光男議員 特に市民課長には、答弁

すると実に簡単なんですが、これを調べるのに

えらい大変だったっていうお話を後でお聞きし

まして、簡単にお聞きしたわけですけども、あ

りがとうございました。 

 人口はそうやって減るわけですよね。ですけ

ど、世帯数は大正９年に4,709世帯とあって、

平成22年に9,269世帯、ですから、196.8％とい

うふうに倍増してるわけですね。つまり、何か

というと、じいちゃんとおやじ、おっかあがい

て、さらに子供がいたという３世代という家族

構成が崩れて、今核家族化がどんどんどんどん

進んでるという状況だと思うんですね。 

 こういった状況の中で隣組の維持という点で、

地区の維持も含めてなんですが、どうすればい

いかなんて私にもわかりません。市長から例え

ばということでそういう方法もあるという、な

るほどそういう方法もあるのかなとは思います

が、なかなかいざ実施しようとすると難しい問

題もあるんだろうなというふうに思います。 

 たしか森地区で隣組の合併をしたっていう話

も聞いたことがあるんですけども、具体的に隣

組の合併であるとか地区の合併、平山の子坂で

３地区を合併して子坂っていうふうに新しく生

まれ変わりましたが、そういった相談の事例と

かいうのはあるのでしょうか。総務課長にお伺

いします。 

○小関勝助議長 中井 晃総務課長。 

○中井 晃総務課長 具体的にここ数年での相談

というのはございません。また、地区長会長さ

んの皆さんと毎年懇談等もさせていただいてお

りますが、やはり地域が主体になって考えると。

行政側でこういうくくりでどうでしょうかって

いうのに対しては、なかなか地元としても簡単

にそうですかとはいかないようですので、地元

の皆さんが話し合っていただくというのが基本

になるかと思います。 

○小関勝助議長 ９番、蒲生光男議員。 

○９番 蒲生光男議員 だと思います。隣組の例

えば１組と２組を合併するなんていったって、

これは生易しい問題じゃないですよね。歴史的

な経過もあるもんですから、そう簡単にいかな

いんですよ。それはそのとおりだと思います。 

 ちょっと人のうちの話をすると失礼なんで、

私の住んでる北向地区で申し上げますと、私の

地区では毎年人口動態なんて調べるわけじゃな

いですよ。たまたま平成７年の地区構成員とい

う世代別の人口のグラフがあったもんですから、

それを拾ったんですけども、当時は31世帯で

142人って書いてあるんですね。それが今現在

どうかなと思ってさっきずうっと調べて、私の

頭の中であそこ２人、ここは１人っていうふう

に数えてみました。そうすると大体100人ぐら

い。だから私の地区では大体３割減ったんです

よ。平野地区の減少率17.1％なんですが、それ

以上はるかに減ってるなということで、本当に

この先、まだ３年、５年は大丈夫だなというふ

うに見てますけども、その先になると隣組長を

誰にするのかっていう話にもなってくんのかな

っていう、本当に非常に切実な問題がここ長井

市にも横たわっているというふうに思われて仕

方がありません。 

 具体的なこうすれば解消するという処方箋は
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今はないというのは私もわかりますけれども、

やっぱり一つの自治体の体をなす、自治体とし

て維持運営を図っていくという点においては、

これから本当にこの問題、絶対真剣に取り組ん

でいかなきゃいけない課題ではないのかなとい

うふうに思っているところですが、市長からも

う一度ご所見をお願いいたします。 

○小関勝助議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 お答えいたします。 

 蒲生議員おっしゃるように、かなり深刻な問

題ですけども、やはりここは地区の皆さんと私

ども行政も議会もさまざまな皆さんで知恵を出

し合って、一律っていうふうには必ずいかない

と思いますが、その地域に合ったやり方でやっ

ぱりみんなで助け合って、これからも地域が存

続できるような、そんなあり方を模索するよう

に努力してまいりたいと思います。ご指導をお

願いしたいと思います。 

○小関勝助議長 ９番、蒲生光男議員。 

○９番 蒲生光男議員 さっき空き家対策のとこ

ろでちょっと回答がなかったんですけども、例

えば空き家を取り壊して更地にしますよね。そ

うしますと、特例が外れますから６倍の、ざっ

と６倍というふうに言ったほうがいいんですか

ね。税額が上がります。そこに例えば野菜とか

果樹とか何か植えたとします。そうしますと、

税金が安くなるかもしれませんので、相談して

みてくださいみたいな、そういう問いかけがホ

ームページのあるところのところにあったんで

すよ。現況課税っていうのが原則ですから、そ

の点でいえばそういうこともあるのかなという

ふうに思ったので、税務課長もいらっしゃいま

すので、市長から振っていただいてお願いした

い。 

○小関勝助議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 ただいまの件につきましては、

税務課長のほうから答弁いたさせます。 

○小関勝助議長 髙石潤一税務課長。 

○髙石潤一税務課長 蒲生光男議員のご質問にお

答え申し上げます。 

 建物を取り壊してそこに果樹や野菜を植えた

場合の評価につきましては、家庭菜園程度の利

用状況の場合は畑としての評価はしておりませ

ん。 

 建物を取り壊した後の更地を現況に照らし合

わせて課税することができるのかという質問に

ついてですが、国が定めた固定資産税の評価基

準によりますと、蒲生光男議員がおっしゃられ

たように、土地の評価は登記簿上の地目にかか

わりなく現況の地目で行うことになっておりま

す。実際の土地の評価に際しましては、現況と

利用目的に重点を置きまして、別の使われ方を

している場合でも土地全体としての状況を十分

観察の上、判断させていただいておるところで

ございます。以上でございます。 

○小関勝助議長 ９番、蒲生光男議員。 

○９番 蒲生光男議員 もう質問できませんので、

今の税務課長のご答弁は非常に参考になりまし

た。これからの空き家対策の切り札になるかも

しれませんので、参考にさせていただきたいと

思います。ありがとうございます。 

○小関勝助議長 ここで暫時休憩いたします。再

開は３時20分といたします。 

 

 

   午後 ３時００分 休憩 

   午後 ３時２０分 再開 

 

 

○小関勝助議長 休憩前に復し、会議を再開いた

します。 

市政一般に関する質問を続行いたします。 

 

 

 髙橋孝夫議員の質問 

 




